
今月の特集 「労働法規」の講義から
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情報BOX 次は、社会保険の算定基礎だ︕

MRパートナーズNOW

むさしの労務相談室 腰を痛めた社員の労災申請

毎年6月に某大学の大学院で、「労働法規」というテーマで講義をさせて
いただいております。今年も、最近の法改正など新たな情報を盛り込んで講
義を⾏わせていただきました。

重さ10キロぐらいの製品の運搬中に腰を痛めたということで、1週間ばか
り休み、診断書をもってきて労災申請してほしいといってきました。その作
業はほかの社員もやっていることなのですが、腰痛にはなってません。こ
れって労災になるのでしょうか︖

MRでは毎年6月〜9月まで、クールビズを実施しています︕男性陣はノー
ネクタイとなり、代わり（︖）にクールビズバッジをつけています。

労働保険の年度更新が終わったら、引き続き社会保険の算定基礎届の提出
時期になります。今年は適⽤拡大に伴う変更点があり、⽇本年⾦機構からガ
イドブックが公開されています。その中からチェックすべきポイントをご紹
介します。

紫陽花に 雫あつめて 朝日かな
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時代とともに変化する法律

部下を持ったら使⽤者に︕

法律がすべてではない
毎年6月に某大学の大学院で、

「労働法規」というテーマで講
義をさせていただいております。

今年も、最近の法改正など新
たな情報を盛り込んで講義を⾏
わせていただきました。

最初に「法律がすべてでな
い」という話をするのですが、
素直な学生さんはそのことに大
変驚かれます。何事も「法律に
書いてある通りにやるのが正し
い」「すべては法律に決まって
いる」といった観念をお持ちの
方が多いからです。

しかし、「労働者」や「使⽤
者」の定義があっても、状況に
よってどちらの⽴場にもなるこ
とや、そもそも「労働時間」の
定義は法律に定められていない
ことをお話しすると大変興味を
もってもらえます。

そんな私の講義内容を少しだ
けご披露致します。

よく「使⽤者責任」などと言
われますが、使⽤者とはいった
い誰か︖普通は会社の社⻑か役
員とイメージします。

労働基準法（以下労基法）に
は、「使⽤者とは、事業主又は

「労働法規」の講義から

⽂︓MRパートナーズ 猶木 貴彦

「労働法規」は時代とともに
変化してきました。産業革命以
後、労働組合法など集団的労働
に対する法律ができ、⾼度成⻑
期には労働時間短縮や休⽇休暇
などの法律が整備されました。
そして産業構造の変革期を迎え
た今、労働法規も新らしくなっ
てきます。働き方改革もその一
つです。労働法規はいわば時代
の変化に則して生きていく知恵
です。多くの方に知って欲しい
と思います。近いうちに皆様に
もMRセミナーでお話しする機会
を作ります。どうぞお楽しみ
に︕

今月の特集
□http://www.rousei.com/RoDoHoKi

三菱重⼯業⻑崎造船所事件
（最一小判平12.3.9）

労基法上の労働時間に該当す
るか否かは、労働者の行為が
使用者の指揮命令下に置かれ
たものと評価することができ
るか否かにより客観的に定ま
るものであり、労働契約、就
業規則、労働協約等の定めの
いかんにより決定されるべき
ものではない。

事業の経営担当者その他その事
業の労働者に関する事項につい
て、事業主のために⾏為するす
べての者」と定義されています。
「労働者に対して事業主のため
に⾏為するすべての者」とは、
部下に対する業務指示や労働時
間管理などを⾏う上司も含まれ
ます。ですから、何か問題が生
じるとその⾏為の範囲で責任を
問われることになります。「バ
イト先で後輩に適当な指示をし
て、トラブルになったりしたら
責任をとらなければなりません
よ」などと話をすると、みな真
剣になります。

労働時間の定義は︖
⻑時間労働、サービス残業な

ど労働時間に関する話題は絶え
ません。そもそも労働時間って
どの時間でしょうか︖

実は、労基法には労働時間の
定義がありません。過去の裁判
によって「使⽤者の指揮命令下
に置かれた時間」と解釈されて
います。そして、労働契約など
ではなく「客観的に定まるも
の」とされているのです。です
から、雇⽤契約書に決められた
時間が労働時間ではないのです。
そのことにもみな驚きます。
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むさしの労務相談室

今月のご相談
重さ10キロぐらいの製品の運搬中に腰を痛めたということで、1週間ばかり休み、診断書を

もってきて労災申請してほしいといってきました。その作業はほかの社員もやっていることな
のですが、腰痛にはなってません。これって労災になるのでしょうか︖

今月のご相談
重さ10キロぐらいの製品の運搬中に腰を痛めたということで、1週間ばかり休み、診断書を

もってきて労災申請してほしいといってきました。その作業はほかの社員もやっていることな
のですが、腰痛にはなってません。これって労災になるのでしょうか︖

次は、社会保険の算定基礎だ︕
労働保険の年度更新が終わったら、引き続き社会保険の算定基礎届の提出時期になります。今年は

適⽤拡大に伴う変更点があり、⽇本年⾦機構からガイドブックが公開されています。その中から
チェックすべきポイントをご紹介します。

平成29年度 社会保険 算定基礎届のチェックポイント
• 平成28年10月の適⽤拡大により、「短時間労働者」という区分が出来ま

した。従来から社会保険に加入しているパートタイム労働者と区分され
ます。

• 「短時間労働者」の算定方法は支払基礎⽇数「11⽇」以上で⾏います。

回 答
腰痛の労災認定は難しく、詳細な通達も出ています。それによると、

腰痛になった原因が、災害性の原因によるものか災害性の原因によらな
いものかで基準が違います。まず、災害性の原因によるものは、急激な
⼒が突発的に腰にかかったことが明らかな場合です。一方、災害性の原
因によらないものは、腰部に過度の負担がかかる業務を⽐較的短期間
⾏った場合か過度の負担を相当⻑期間⾏って慢性的な腰痛になった場合
です。

ご相談のケースを考えてみると、情報が少なく判断つきにくいですが、
10キロ程度の重さの運搬を⽇頃⾏う程度では業務上とは認められにくい
ようです。申請⾃体は、⾃由にできますので、まずは労災申請を⾏って
から監督署に直接相談するのがよいでしょう。

回 答
腰痛の労災認定は難しく、詳細な通達も出ています。それによると、

腰痛になった原因が、災害性の原因によるものか災害性の原因によらな
いものかで基準が違います。まず、災害性の原因によるものは、急激な
⼒が突発的に腰にかかったことが明らかな場合です。一方、災害性の原
因によらないものは、腰部に過度の負担がかかる業務を⽐較的短期間
⾏った場合か過度の負担を相当⻑期間⾏って慢性的な腰痛になった場合
です。

ご相談のケースを考えてみると、情報が少なく判断つきにくいですが、
10キロ程度の重さの運搬を⽇頃⾏う程度では業務上とは認められにくい
ようです。申請⾃体は、⾃由にできますので、まずは労災申請を⾏って
から監督署に直接相談するのがよいでしょう。

社会保険労務士 市来 貴

参考サイトURL

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-

todoke/hoshu/20141225.files/santeiguideH29.pdf

【短時間労働者】
特定適用事業所(501人以上等)に勤務するパートタイマー等のうち、
一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満で、下記
の4要件を全て満たす方。

1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
4.学生でないこと

パートタイム労働者 →
支払基礎日数17日以上ない場合、15日以上の月で算定する。
15日以上ない場合、従前の標準報酬になる。

短時間労働者 → 支払基礎日数11日以上ない場合、従前の標準報酬になる。
短時間労働者の
算定をお間違え

なく！
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MRでは毎年6月〜9月まで、クールビズを実施しています︕男性陣はノーネクタイとなり、代わり
（︖）にクールビズバッジをつけています。

そして同じく6月〜9月は、サマータイムとして就業時間を30分繰り上げています。徐々に⽇が⻑く
なってきましたが、時間を有意義に使って⽇々を充実させていきたいと思います。

会社様でも導入をお考えの際には是非、MRにご相談ください︕リアルな声と共にご説明等させて頂
きます︕
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（︖）にクールビズバッジをつけています。

そして同じく6月〜9月は、サマータイムとして就業時間を30分繰り上げています。徐々に⽇が⻑く
なってきましたが、時間を有意義に使って⽇々を充実させていきたいと思います。

会社様でも導入をお考えの際には是非、MRにご相談ください︕リアルな声と共にご説明等させて頂
きます︕

Cool Biz & サマータイム実施中︕

編集後記
梅雨入りしましたね！
MR内で自転車通勤が流行しており
ましたが、しばらくバス通勤とな
りそうです。
さて、自転車通勤と言えば、
自転車通勤デビュー初日で弊社ス
タッフが転倒してしまいました。
大事にはなりませんでしたが、皆
様も、夜の自転車通勤にはご注意
ください！（業務課：古賀）
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なんと、トマトです！
水やりの頻度、受粉のさせ方

等々・・・試行錯誤しつつ育成
中です。
少しずつ実をつけ、大きく

なってきました。成⻑を見るの
がなんとも楽しい毎日です！

経営管理部・小林

MRの観葉植物に新たな仲間が加わりました


